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許認可等の種類

根拠法令条例
等・条項

許認可等の概要

審査基準
（未設定の場合
はその理由）

基準の制定根拠

標準処理期間
（未設定の場合
はその理由）

期間の制定根拠

　－

　15日

　－

行政手続法・行政手続条例適用の申請に対する処分に係る審査基準と標準処理期間

　相続人のゆう出路増掘及び動力装置許可の承継

　温泉法第11条第２項、同第３項

　ゆう出路増掘及び動力装置許可を受けた者の相続の際の許可の承継

未設定（法令等の規定において言い尽くされているため）

〔参考〕
温泉法第11条
２　第４条、第５条、第９条及び前条の規定は前項の増掘の許可について、第６条から第８
条までの規定は同項の増掘の許可を受けた者について、第９条の２の規定は温泉のゆう
出路の増掘について準用する。この場合において、第４条第１項第１号から第３号まで、第
５条第２項、第６条、第７条第１項、第７条の２第１項、第８条第１項及び第３項並びに第９
条第１項第1号中「掘削」とあるのは「増掘」と、第９条の２中「掘削を」とあるのは「増掘を」
と、前条中「掘削が行われた場合」とあるのは、「増掘が行われた場合」と、「当該掘削」と
あるのは、「当該増掘」と、「温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者」とあるのは「温
泉のゆう出路を増掘した者」と読み替えるものとする。
３　第４条（第１項第２号に係る部分を除く。）第５条、第９条及び前条の規定は第１項の動
力の装置の許可について、第６条、第７条並びに第８条第１項及び第２項の規定は第１項
の動力の装置の許可を受けた者について準用する。この場合において、第４条第１項第１
号及び第３号、第５条第２項、第６条、第７条第１項、第８条第１項並びに第９条第１項第１
号中「掘削」とあるのは「動力の装置」と、同号中「から第３号まで」とあるのは「又は第３
号」と、前条中「掘削が行われた場合」とあるのは「動力の装置が行われた場合」と、「当該
掘削」とあるのは「当該動力の装置」と、「温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者」と
あるのは、「温泉のゆう出量を増加させるために動力を装置した者」と読み替えるものとす
る。


